
銀行経営 と内部管理

銀行経営論の新領域を提唱する

橋 本 光 憲

目 次

はじめに

-
⊥

り
山

ら
」

4

に
」

だ
U

金融の研究諸領域の位置付け

金融論 と銀行論

銀行経営論の展開 と問題意識

銀行経営の今 日的課題

銀行経営 と内部管理

多角的 ・学際的検討への筋道

おわ りに

は じ め に

今 日ほ ど日本 のあ らゆるシステムが問 い直 されてい る時代 はあ るまい。作
1)

家 の 柳 田邦 男 氏 は最 近 の 『文 藝 春 秋 』誌 上 にお い て,「 戦 後 シ ス テ ム を建 て直

す た め の 四 つの 提 言 」 を して い る。

その 前提 と して,日 本 とい う国家 の シ ス テム の隠 れ た特 質 とは,ど ん な も

の な の か,氏 は以 下 の四 つ を挙 げ る。 第 一 は官 僚 が 権 力 をi握る シ ス テム に な

って い る こ と,第 二 は官 僚 が 審 議 会 とい う隠 れ 蓑 シ ス テ ム を持 って い る こ と,

第 三 は 官僚 と業 界 の"セ ッ ト犯 罪"の シス テ ム が根 を は っ て い る こ と,第 四
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は失敗 にブタをす るシステムが この国 を歴史 的 におお ってい る こと,だ とい

う。

これ らの特 質 は,い ま戦後 国家 を危機 に直面 させて いる住専問題,エ イズ

問題 もん じゅ事故 な どの様 々 な事件 か ら明 らか だ。"セ ッ ト犯 罪"の 実 態

は,氏 の言葉 を借 りれば,い まに して噴 出 した観が あ る とい う。

大和銀行 はニ ュー ヨー ク支店 の不祥 事 を隠蔽 しよう とし,大 蔵省 は監督官

庁 としてすみや かな対応策 を とらず に,ア メ リカ側 への通報 さえ怠 った。大

蔵省 ははや くか ら住 専各社 の不良債権 と経営悪化 の実 態 を知 りなが ら,抜 本

策 を とらず,最 悪 の事 態 になって か ら収拾策 を国民 の税 金 に転嫁 す る案 を打

ち出 した。

科学技術 庁 は もん じゅ事故 の責任 を動燃 だ けに押 しつ けて しまい,厚 生省

は非加熱製剤継続使用 の経緯 にか らむ記録 文書 をひた隠 しに して,意 思決定

に関 す る自らの責任 を回避 して きた。

以上 の ような 日本 とい うシステムの隠れた悲 しき特質 を,ど うすればいい

のか,柳 田氏 は四つの提 言 をす る。

(1>調 査 とは何 か にっ いて明確 な理念 と方法 の裏 づ けを もった 「失敗 の調

査 システム」 を確 立す る こと。

② 「素人が前面 に出 るシステム」 をあ らゆ る場面 でつ くるこ と。

(3)情 報公開の原則 を確立 す るこ と。

(4)動 乱 の政治家 よ輩 出せ よ。

ここで これ らの提言 の内容 を説 明 し,批 判 す るの は本論文の 目的で はない。

本論文 は,こ れ らの提 言の背景 となる戦後 の 日本国家 の特質 として指摘 さ

れてい る諸 問題,そ の中で も大 きな部 分 を占めてい る金融関係 の事象 にっい

て,銀 行論 ない しは銀行 経営論 の立場で,答 えが有効 にな されてい るのか ど

うか を検証 しよ うとす る もの であ る。

もし,そ れが なされ ていない とすれば,一 体 どの よ うな欠陥 に由来 す る も

の なのか。 その間隙 を埋 め る もの は何 か。論 者 は ここ数年,銀 行 の内部管 理
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の問題 が経営課題 の大 きな対 象 とされ るべ きこ とを提唱 して きた。 それが本

当に答 えにな るのか。

以上 の ような問題意識 の下 で,議 論 を進 めて ゆ く。

1金 融の研 究諸領域の位置付 け

本論 に入 る前 に,金 融論,銀 行論,銀 行経営論 な ど,金 融 の研究諸領域 の

相互 関係 について確認 してお きた い。

(1)経 済 学 は,社 会 科学 の中で経済 に関 して研究す る学問(Economics)

であ る。 経済活動 には,財 貨 ・サー ビスの生産 ・販売 と,そ の逆 の流れ

としての代金清算 ・金融 の両側面 があ る。実物 取引 と金融取引 と言 って

もいい。 これが金 融 と経済活動 との相互 関係 で ある。

(2)金 融(Finance)は,経 済主体 に よる資金 の調 達 ・運用 を意味 す るが,

金融取引 の機能 は債権 ・債務 の形態 の多様化 に伴 って複雑 の度 を加 えて

いる。経済学の 中では金融論 と位置付 け られ る ものであ る。資金の需要

者 と供 給者 との金融取引 を媒介 す るのが金融機関 であ り,そ の主た る担

い手が銀行 で あって,銀 行 が営 む業務 を銀行業(Banking)と 呼ぶ。 それ

を研究 す るのが銀行 論で あ り,し たが って銀行論 は金融論 の一部 を形 成

してい る と言 えよ う。

(3)銀 行 論 の 中 で も,論 者 個 人 の関 心 の分 野 は銀 行 経 営(BankMan-

agement),特 に日本の銀行経営 であ る。それ には経営学的視点 か らのア

プローチが重要 で あ り,銀 行論 はいわ ば経済学 と経営学の二領域 に また
2)

が る学際的研究 と位置付 ける ことが 出来 よう。後述 す るが,あ る先達 は

その著 書 を 「特殊経営学 として の銀行経営学 の体 系化 」 と説明 してい る。

(4)銀 行 経営の研究課題 銀行 経営 を研究 す るに当 っての課題 として,

① 主 に踏 まえなけれ ばな らない分 野 と,② それ らに関連 した研 究部門 と

に分 けて論 ず る ことが 出来 よう。す なわ ち,
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① としては,日 本 の金融制 度,銀 行 業務,企 業金融 銀行 の経営構造,

金融規制 と制度 改革,金 融 イノベー シ ョン,信 用秩序 の維持 な どがあ

り,他 方,

② として は,金 融 仲介の役割,決 済 システム,金 融政策,諸 外 国の金融

制度,金 融機 関 の歴史 な どが挙 げられ よう。

既 に述 べた よ うに,論 者 は これ らの課題 の延長線上 にある銀行 の内部管理

の問題 を重視 してい るのであ る。

2金 融論 と銀行論

(1)金 融論 とは何 か

金融論 の対 象 と課題 につ いて先行文献 を調べ てみ る と,ま ず浜 田文雄 ・鴨
3}

池治編 『金融論 の基礎 』で は次 の ように説明 す る。

「金融論 の 目的 は,金 融機 関や赤字 主体 が発行す る預金 ・債券 ・株 式 な どの

金融資産 が貯蓄 をす る黒字主体 によって購入 され,あ るい は種 々の投資家

の間で売買 されiそ れ らの価格 ・利子 率が決定 され る仕組 み をいろいろの

側 面か ら考察 ・分析す るこ とで ある。 したが って,家 計 ・企業 な どの貨 幣 ・

金融資産選択 の行 動,企 業 の資金調 達行 動,銀 行行動や それ らの相互作用

の場 としての種々 の金融市場 の メカニズ ムが,も っ とも重要 な研究対象 と

なる。経済取引 の決済 に ともな う現金お よびその代替手段 を含 めた貨幣 の

機能 についての研究,実 物 経済の安 定的 な成長 ・発展 を促進 す るように金

融市場 をうま く機能 させ る ことを 目的 とした政府 の金融政策 の効果 の研究

も,金 融論 の常 に新 しい課題 となっている。」

本書 で は,以 上 の ほか に,最 近 にお ける経済 の急激 な国際化 の進 展状 況

に配慮 して,国 際金融の領域 も金融論 の範 囲 に含 めてい る。
4}

次 に,芦 澤 数雄 「金 融 論 入 門 』 の 「は しが き」 で の説 明 を集約 す る と,次

の よ うにな る。
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金融論 はマ クロ経済学,ミ クロ経済学 で学 んだ成果 を金融 の面 で応用 し

た もので,金 融論 は応用経済学 であ る。 ミクロ経 済学で あれ ぼ,消 費者 選

択 の理論 や企 業の利 潤最大化行 動が その基礎 とな って いる し,マ クロ経 済

学で あれ ば,有 効需 要の原理が その基礎 となってい る。 これ らの基礎 が理

解 されて いない と,金 融論 は非常 に難 しい内容の もの と感 じられ るだ ろう。

それ に して も,金 融論 のテキス トが 「金融論 とは何か」 について正 面切 っ

た定義 を与 えていないのは何故か。 受講 す る学生達 は この点 で随分戸 惑 うこ

とだ ろう。

で は,銀 行論 にっい ては どうだ ろ うか。

② 銀行論 とは何か

限 られた見聞の範 囲であ るが,最 近10年 位 の間の銀行論 に関す る著述 で,

「銀行 論 とは何 か」について明確 に定義 したテ キス トはや は り見 当 らな い。以

下 の二例 で は,そ の代 りに当該 テキス トの内容説 明 を してい る。
らラ

① 鈴木芳徳編著 『銀行 論講 義』

内容 について説 明す る と,序 章で は 「金融 と銀行 」 についての ご く一

般 的 な観念 を与 えて導入部 とし,つ づ く第1章 で は,わ が国の銀行 を念

頭 にお いて,「 銀行 の業務 」について概説 し,銀 行業務 を中心 に金融の仕

組 み を示 している。第2章 は,「 銀行 機構 の基礎概念 」として理論 的 に立

ち入 っての説 明 を試み てい る。第3章 は,「 景気変動 と銀行制 度」にっ い

て述べ,現 代 の経 済 とそ こでの金融政策 に説 き及 んで い る。第4章 は,

「国際業務 と多国籍 銀行」につ いて,理 論的 な分析 と現況の解説 をあわせ

試 みた もの であ る。第5章 は,「 銀行界 ・現下 の課題 」 として,今 日わ が

国の銀行界 が直面 してい る5つ の問題 を と りあげて分析 して いる。
s)

② 池尾和人 ・金子隆 ・鹿野嘉昭 『ゼ ミナール現代 の銀行』

本書 は,現 代 の銀行 活動 に関す るきわめて基本 的 な理解 の内容 を述 べた
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もので ある,と した上 で,同 書 の構 成 を以下 の ように説明 す る。

まず第1章 で,銀 行 とは何 かについて理論 的説 明 を行 った上で,第2

章で は,よ り実務 的に立 ち入 った形 でわが国の銀行 経営の実状 について

解説す る。続 く第3章 か ら第5章 まで は,銀 行 の基本機能(与 信機能,

決済機能,信 用創造 機能)の それ ぞれ に関わ る基本事項 の検討 にあて ら

れ る。 すなわ ち,第3章 では,銀 行の与信機能 の本質 が情報生産 的 な活

動 にある ことが主張 され,第4章 では,情 報技術革新 の成 果 を受 けて ま

す ます高度化 しつつあ る決済 システム をめ ぐる問題 点が指摘 され る。第

5章 は,銀 行 が通貨供給 の主体 であ る とい う側面 に関 して分析 を加 えて

い る。 また,第6章 と第7章 は,そ れぞれ,個 別の銀行(ミ クロ)の 観

点 か らの リス ク管理 と信 用秩序維持 とい う政策(マ クロ)の 観点 か らの

リス ク管理 の問題 を論 じてい る。 そ して,最 後 の第8章 で は,現 代 の銀

行 が直面す る諸問題 を概観 し,本 書全体 の結 び としてい る。

(3)対 象範囲の比較

金融論 と銀行論 とい う二つの学 問領域 は,定 義が明確で ないばか りでな く,

現実 的 にはその対 象範 囲 もか な り重複 してい る。 その点 を上 に引用 したテキ

ス トか ら示 そ う。

金融論

『金融論 の基礎 』

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章
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総論

金融機関と金融市場

貨幣と貨幣市場

経済主体の金融行動

銀行行動の理論

証券市場

金利裁定 と利子の期間構造

No.111996

銀行論

『ゼ ミナール 現代の銀行』

銀行の基本機能

日本の銀行制度 と銀行経営

貸出市場の分析

決済システムと技術

銀行行動と通貨供給

リスク管理と銀行行動

銀行規制 と監督



第8章 マ クロ経済 と金融 金融環境 の変化 と銀行経営

第9章 金融 政策

第10章 国際金融

(本文285ペ ージ)(本 文196ペ ージ)

強 いて言 えば,銀 行論 は金融論 の主要 ポイ ン トを最初 の数章 に集約 し,残

りを よ り具体的 な銀行業務 ない し経営 の問題 に充 て る とい った構成 が多 い。

上記例 で は,ペ ー ジ数 の関係 もあ ろうが,皮 肉 な ことに金融論 の方が銀行 の

問題 によ り詳 しい とい う感 じが あ る。

(4)領 域区分のあいまいさと内容面の不満
7)g}

現代銀行 の経営課題 を提 示 して好評 の津 田和夫 『現代 銀行論 入門』で は,

「銀行 論」 は何 を対 象 とすべ きか につ いて,次 の項 目が含 まれ る,と して い

る。

① 貨幣経済 にお ける幅広 い金融仲 介機 能の基礎 と歴史

② 現代 資本主義経済社会 において銀行 が提供 し,あ るい は銀行 が社会 か

ら期待 され ている業務や営業活動 の概 要 と本質

③ 銀行 の行 動 に影響 を及 ぼ し,ま た銀行 が影響 を拡 大 してい る多彩 な周

辺業務 の実態

④ 国際経済,国 際金融,内 外資本交流 な どへの銀行 の関わ り

⑤ 健全 な金融秩序維持 のた め,世 界 中の多 くの関係者 で議論 され,各 主

権 国家や国際機関 で採用 されて いる諸規制 ・慣行 ・行政 な ど金融政策 の

変遷 過程の現状 な らびにその展望

そ して,銀 行 論の対象範囲 は広 くしか も絶 えず変化 してい るので,諸 要因

によって多 くの選択肢 が あ ろう,ま た,研 究対 象が激変 してい るので 「銀行

論」 として体 系的 な もの とす るのにな じまない,と して いる。

金融論 の側 か ら言 えば,著 者達 は 「一般 的で抽 象的 な理 論 よ りも,現 代 の

やや身近 な課題」や 「金融の グローバ リゼー シ ョンを考慮 して国際 的な通貨 ・
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金醐 幽 をカバ ー したい とい う希勤 §あ る.こ れは,出 版社側 の商業 的な

要求 に も合 致 して いよ う。

これ らの要因が相 まって領域 区分 のあい まいさを生み,重 複化 の原 因 に も

なっている。津 田(前 掲書)が 指摘す る ように,「 金融環境 の変化の下での体

系化 の困難 さが あ る」 こ とも事 実で あろ う。

一方
,テ キ ス トの内容面 につ いて も不満が特 に実務家 の側か ら表明 され て

　
い る。例 えば,田 丸務 『現代 の銀行 』で は,「 生 きた銀行論」を目指 して,同

書 を執筆 す るに至 った経緯 を述べ てい る。

「私 は,銀 行の業界団体 の業務 に携 わ るかたわ ら,平 成4年 度1年 間 にわた

って千葉商科大学で 『銀行論』 を講義 す る機会 にあずか った。講義 に際 し

て,出 版 されて いる本 はすべ て揃 ってい る大 きな書店 を何軒 か回 り,『銀行

論』の テキス トにな る適 当な本 が ないか探 したが,あ いに く見つ ける こと

はで きなかった。 あ る本 は信 用創 造 を中心 に抽象論 ばか りが展開 されてい

た り,金 融制度論 が中心で あった り,あ るいは明治期 の銀行史が 中心で あ

った りし,今 日の銀行 の現 実の姿 についてあ らゆ る面 か ら動態 的に捉 らえ

た本 は,ほ とん どなか った。結局,私 は,講 義 の都度5ペ ー ジ程度 の レジ

ュ メをワー プロで作成 し,そ れ を大学 で コピー し学生 に配布 し,そ れ に即

して授業 を進 めた。」

論者 も同様 に,既 往 の金融論 ない しは銀行論 が,バ ブル経済 の崩壊,金 融 ・

証券不祥事,国 際 的な リスク管理,大 和銀行 ニュー ヨー ク事件等 に象徴 され

る経済 の国際化 か らグローバル化 への新 たな環境変化 に対応す る素地が用意

されてい るのか どうか につ いて,疑 念や不満 を懐 いてい る ものの一人 であ る。

ここで は,微 力 なが ら銀行 の内部 管理 と経営課題 について指摘 して来 た立場

か ら,幾 つかの批判 を試 みたい と思 うのであ る。

以 下で は,や や原点 に立 ち帰 って議論 を続 けよ う。
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3銀 行経営論の展開 と問題意識

(1)前 史

昭和20年8月 の敗 戦以来,占 領軍 による制度改革が金融関係 を含 めたあ ら

ゆる分 野で進 め られ た。戦後 のイ ンフレ下の資金不足 は昭和30年 代 の高度成

長期 へ引継 がれ て量的規制 が続 き,日 本銀行 の金利政策が総 て を主導 した。

一 方
,厳 重 な為替 管理下 で資金移 動 は制約 され,第 一次石油 シ ョック以 降,

1974年2月 の変動相 場制 ・開放経済体制 へ移行 する まで の金融環境 は,銀 行

経営 に とって は一定の利鞘が常 に保証 され,経 営の巧拙が問われ ない,い わ

ば 「銀行 経営以 前」の時代 であった。

その後,第 二次 石油危機 を経 て,経 済 の停滞局 面 に入 り,1985年 のプ ラザ

合意以 降は為替相場 の安定 を目指 した国際協調 の時代 とな りi金 融 ・為替 面

の 自由化 と共 に真 の競争 の時代が到来 した。

学術 的な産物 として もこれ らの時代 的背景 に影響 され る一定の限界 があ っ
lD

た と思 われ る。 高野(前 掲書,初 版1975年)は,「 初期 の銀行 論 には,銀 行業

務論が その中心 的内容 を示 していた」 として,都 銀 の調 査 スタ ッフを中心 と

す る銀行論 の研究 として,紅 林 茂夫 『現代銀行論』(有 斐閣),阿 達哲雄 『現

在の銀行』(日 本経済新聞社),近 沢敏 里 「現代 ア メ リカ商業銀行論』(文雅堂)

を挙 げてい る。

一 方
,学 者 の研 究 著 書 と して,板 倉 董 一 『新 訂 銀 行 論』(東 洋 経 済 新 報

社),山 下邦 男 『銀行論』(東 京大学 出版会),沖 中恒常 『銀行経営 』(銀 行研

修 社),樋 口午郎 『銀行 理論』(東 洋経済新報社)な どが代表 的文献 として数

え られ る,と してい る。

そ して,「これ らの諸 文献 は従来の銀行論や銀行 業務論 の色彩が つ よ く,銀

行 経営学 のプ ロパ ーの文献 として は,経 営学者 の手 に よる著書 は皆無 であ る

といってよい」 と述 べてい る。 以下同書 をわが国 にお ける最初 の銀行経営論
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の著述 として内容 を見 てみ よ う。

(2)高 野 太 門 「現 代 の 銀 行 経 営 〔改訂 〕」 の 問 題 意 識(1919年,初 版1975年)

まず,章 立 て を示 して お こ う。

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

第9章

第10章

第11章

第12章

銀行経営学の研究

銀行経営学の体系

銀行の機能

銀行経営原則

銀行経営戦略

銀行経営における収益性

アメリカの銀行収益

銀行貸出および貸出政策

銀行マーケティング戦略

アメリカの銀行マーケティ

ング

銀行の流動性

銀行の自己資本論

第13章

第14章

第15章

第16章

第17章

第18章

第19章

第20章

第21章

第22章

第23章

第24章

銀行 の安 全性

経営診 断 と経営構造

銀行 経営の展望

アメ リカの リテイル ・バ ン

キ ング

銀行経営 の経営理論 的考察

アメ リカの銀行貸 出 と管理

ベ ネ ッ トの銀行支店論

西 ドイ ツの銀行 システム

西 ドイ ツの銀行経営学研究

西 ドイ ツの銀行規制

西 ドイ ツの銀行経営 学

銀行経営成長論

本 書 は,三 和 銀行で経営診 断業務 等 に従事 した後,近 畿大学商経学部 教授

となった著者 に よる 「銀行経営論 」で ある。 銀行経営 の基本 原則 をは じめ,

銀行 マー ケテ ィング,経 営戦略等 を とり上 げ,ア メ リカ,西 ドイツ等外国の

銀行 経営学 の成果 を紹介 しなが ら,変 化 す る環境 に対 して銀行 はいか に対処

すべ きか を論 じた もので ある。

① 〔はじめ に〕で は 「金融 サー ビスの提供 の過程 にお いて,経 済の運 営 に

調整 の とれ た節度 あ る銀行行動 が展開 され る必要が ある。」 とし,「 銀行経営

環境 の激動 のなかで,常 に経営 の 自己責任 の上 に立 って,理 論的検 討 を加 え

た。」 と,執 筆 の立 場 を明 らか に して い る。 そ して 「銀行 経営 の研 究 を通 し

て,本 書 は特殊経営学 としての銀行経営学の体系化 を試 みた次第で あ る。 そ
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の意味 で も本書 は銀行経営学 として は,わ が国で は じめて の体 系的 な著書 と

もい えよ う。」 と,著 者 な りの 自負 を示 した。

② 〔第1章 銀行 経営学の研究3わ が国 にお ける銀行 経営学 の研究 〕

で は,

「戦後 ア メ リカの経営学が導入 され,そ の一環 として,ア メ リカの銀行経営

の研究 が実施 され はじめた。 アメ リカへわが国 の銀行等 の代 表団が派遣 さ

れ,ア メ リカの銀行事情 の研究 や個 々の都市銀行 の トレーニー制度 を通 し

て アメ リカの銀行業務 の研究 と導入 に努 めた。 よ うや くアメ リカの銀行経

営研 究が経営学 の一特殊部 門 として研究対象 にな り,実 際 に研 究 され は じ

めたの は非常 に新 ら しく,1970年 代 か らで,具 体 的 には,都 市銀行 の実務

家 を中心 とす る銀行研修社編 『明 日の銀行 経営 シ リーズ』即 ち経営戦略,

マーケ テ ィングTイ ノベ ー シ ョンほか によ るものであ る。」

と説 明す る。

っ け加 えれ ば,第1次 オ ンライ ン化が開始 され た昭和40年 代(1965～)に

は事務効 率化(銀 行 オー トメー シ ョン)が 銀行経営 の中心課 題 と目 された時

期 が あった こ とも指摘 され よう。

③ 〔第4章 銀行 経営原則〕で,安 全性,流 動性,収 益性,公 共性 といっ

た一般的原則 に加 えて,下 記の よ うに 「分散性 の原則 」 を唱導 してい る。

「銀行経営 の安全性 を維持 す るため には,当 然資産 への運 用 を健 全 にす る必

要が ある。 そのため には,常 に危険分散 の思想 を資産運 用 に適用 す る必 要

が ある。 これ は割 引や貸 出面の みな らず証券投資 の面 に も適用 され る。

例 えば同一一一貸 出人(企 業)に 対 す る融資限度 の制 限や貸出額,有 価証券

投資額へ の制 限,資 産 の不動産 への過度 の投資 に伴 う危険 の発生 と流動性

の喪失 に対 す る制 限 な どその表われで あ る。 これ らをは じめ過度 の銀行 の

行動 に対 して は常 に大衆(蔵?)行 政 当局 の監督 の もとにおか れてい るの

で あ りs銀 行経営 に常 に弾力的 に して合理 的 な資金の受託機能 と運用機能

の発揮 を求 め る ものであ る。」
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90年 代 のバ ブル崩壊 ・住専 問題等 の反省 か らきた後知恵 でない こ とを勘案

すれ ば,既 に この時代 にこの ような リス ク管 理の思想 を持 っていた ことは大

いに評価 され よう。

④ 〔第8章 銀行貸 出お よび貸 出政 策1貸 出の た めの企 業評 価(1)

優 良企 業の条件〕 の中で,著 者 は安定成長 企業の基本 的要件 に加 えて,

「その企業 の経 営理 念,哲 学 の明確 に樹 立 された企業 であ り,か つ単 に利 潤

分配 のルールが確立 され てい るのみな らず,利 潤以外 の また は金銭以外 の

従業員 の能力開発育成 とい う非経済 的側 面の利 潤 を も重視 す る企業 が望 ま

しい。同時 に従業員が積極 的に経営 へ参 画で きる経営組織体 であ り,す ぐ

れた 自主技術 を もつ こ とは国際性 の面での発 展 を考慮 して必 要であ る。

リー ダー シ ップの確 立 につ い て も,経 営 者 自身 の経 営理 念,哲 学 に徹

(徴?)し て一貫 してお り,従 業員 の行動能 力が 自然 に発揮 で きるよ うに制

度化 されて いる ことが優良企業 の備 える条件で もあ ろう。(中 略)す なわ ち

戦 略的諸 条件 に非常 に優れ た点 を有 す る とともに経営管理 の面 で も業績 主

義管理 をは じめ明確 な財務 方針,部 門間のバ ラ ンスを とるための調整策,

業績評価 システムの採用 とかモ ラール向上策 や意欲的社 内教育研修体 系な

どを所有 して いる。」

「(前略)こ の よ うなマネジメ ン トの側面 か らも戦略的側面 か ら と同様 に安

定成長企業 にはす ぐれ た面 が認識 されてい る。」

として いる。 これ等の知見 は,著 者 の経営診 断の経験 か らの産物 と想像 され

るが,論 者 は こ こ に 示 され て い る経 営 哲 学,企 業 文 化(corporatecuL

ture),人 材管理 の問題提 示 を,バ ブルで泥 まみれ になったわが国金融機関 の

今後 の あ り方 につ いての指針 とな る もの として評価 す る。

⑤ 〔第13章 銀行 の安全性 〕で は,「1商 業 銀行 の安全性」として,次 の

ような指摘 を して いる。

「経済 の不況期,不 安定期 には,銀 行 の経営破綻 は これ までに も見 られた。

1930年 代 のア メ リカの銀行 の破綻 をは じめ,1974年 の世界 的景 気停 滞下で
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の アメ リカ,西 ドイツ,イ ギ リスの銀行 の一部 に経営破綻 をみた こ とは,

銀行 経営の基本 的在 り方 に対 して多 くの警 告 と示唆 とを与 え る ものであ る。

銀行経 営の基本 的経営姿勢 は健全経営主義 に一一貫 す る ことで ある。」

「(前略)一 時的投機的行為 は銀行 の経営破綻 の端緒 とな る例 が多 い。例 え

ば欧米 の銀行 の投機的為替操作 による損 失の発生 であ る。 また不 良貸付 に

よる資産 の非 流動 化で ある。銀行 の もつ社会性,公 共性 を十分 に認識 して,

銀行経営者管理者 の意 思決定 の過程 に誤 りのな いよ う希望 した い。経営戦

略,経 営戦術 の重視 のため に,経 営モ ラル を欠落 す る ことは許 され ない こ

とを再認識すべ きであ る。」

これ らは,最 近 の東京の二信組問題,兵 庫 銀行,コ スモ ・木津信組 の破綻

に見 られ る経営者不在 に対 す る時代 を先取 りした警鐘 で あった。

⑥ 〔第17章 銀行経営の経営理論 的考 察〕では,「6銀 行 経営の動態的経

営理論(ll)体 質形成 について は」で は,下 記 を企業文化 についての先駆 的

見解 として特 に評価 したい。

「銀行 には,そ れ ぞれ固有 の体質 があ る。その体 質 の実体 に よって,銀 行 の

バ イタ リテ ィーが生 れて くる し,バ イ タ リテ ィーの差 異が発生 して くる。

経営体質 は多様 の要因 によって形成 され る。 た とえば経営 者の体 質 はす な

わち経営の体 質 を形成 す る要 因 ともなる し,中 堅 幹部 や従業員 の生 活態度

に表 われ る もの は,そ の経営 の理念,哲 学 か ら生 れ る精神的要因 があ る。

また取引先 の構成 内容 によって,お のずか ら銀行 の体 質 は形成 されて くる

し,ま た経営 の もつ技術力,経 営特性 に よって も固有 の体質 は形成 され る

もので ある。体 質 はつねに革新 され,時 代 の要求 に即応 した もの に革新 さ

れ ねばな らない。新体 質の形成 に経営者 をは じめ全従業員が取組 まね ばな

らない し,そ の よ うな姿勢の なかに体質 が表 われ るの であ る。」

⑦ 〔第24章 銀行 経営成長論2銀 行合併 の論 理 とビヘイ ビア〕 で は,

次 の指摘 を している。

「まず合併 に よる銀行 成長 で あ るが,ア メ リカの商業銀行 の発 展の一つの大

銀行経営 と内部管理41



きな要因 とな って いる。わが 国 において も,都 市銀行 は合併 を くり返 して

いる。 そのた びに都銀 の ランクの変動 がみ られ る。銀行合併 が経営戦略 的

に銀行成長 の0つ の妥当 な要因で あ ることに疑問 をさ しはさまないが,銀

行合併 には合併 の合 理的論 理の ある こ とを忘 れて はな らない。強者 に よる

弱者の支配 とい う強弱 の一方 的論理 は今 日の社会 で は もはや成立 しない。

また合併 を少数者 の秘 密主義 の もとで導 こうとす る旧い考 え方や対 応 は今

日では通用 しない。合併 の論 理 は合併 その ものが,銀 行経営の当事者の立

場 か ら妥当な合理性 を もっ もので なければな らない。銀行が合併 を実行 す

る場合 には,そ れ に適合 した理 由が存在 しなければ な らない。 しか もその

理 由が その銀行 に とって決定 的重 要性 を もっ もので なけれ ばな らない。」

著者 は,こ の他,銀 行合併 における経営問題 をめ ぐって種々の有益 な指摘

をしてい るが,い ま ここで それ を紹介す る余裕 はない。

⑧ 評 価

「本著 はわが国 にお いては この銀行経営学 の分野 で最初 の文献 で あ り,そ の
こ う し

意味 で も,銀 行経営学研 究の囑矢 とす るものであ る。本書 の意義 はまた ここ

に存在 す る もの と思 う。」(同 書,4ペ ー ジ)と 著者 は述 べてい る。

銀行 経営学 を新 たに展 開す るに当 り,著 者 な りの論理構 成が あるが,こ こ

では現時点 に照 しての著者 の問題意識 に焦点 を当 てて同書の今 日的価 値 をみ

たので,著 者 に対 して はやや不公 平だ ったか も知 れない。

また,著 者 は紙 数 を割 いて,ド イツ ・アメ リカ にお ける銀行経営学 の足 跡

を紹介 して いるが,こ こではその殆 どを省 略 した。

た しか に,本 書 か らは先駆 的な試 み としての不十分 さは感 じられ る ものの,

前記 で紹介 した7項 目の内容 か ら著者 の問題意識 の正鵠 さ を論者 として は高

く評価 す る もので ある。

何 よ りも優 れて いるの は,著 者 の視点 の高 さで ある。銀行経営 を論 ず る者

は,「 我れ もし銀行経営 者な りせ ば」の気概 がな けれ ば,あ えて筆 を執 るに価
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しな い と,論 者 は考 え る か らで あ る。

1970年 代 に つ とに指 摘 され た 問題 意 識 が その 後 どの よ うに今 日の学 究 に引

継 が れ,発 展 され て い るか を,次 の テ ー マ と して検 討 し よ う。

4銀 行経営の今 日的課題

銀行経営 を正面切 って とり上 げた著書 は,そ の後 も多 くはない。 その中で

比較 的最近 の著述 で ある次 の二著,鹿 児 嶋治利 『銀二行経 営論 』と津 田和 夫 『現

代銀行論入門』 を中心 に,銀 行 経営の今 日的課題 は何 なのか を,以 下 に探 っ

てみ よう。

序 早

第1章

第2章

第3章

第4章

(1)鹿 児嶋治利 「銀 行経 営論」(1992年)の 問題提起

高野前掲書 と同一 の出版社 か ら,類 似 テーマでの13年 を経 ての発刊 であ る

ことか ら,本 書 は前述書 を実質的 に引継 ぐもの と推測 され る。「銀行経営論 」

とは どの よ うな問題 を対象 とす るのか,著 者の考 えを知 るため,以 下 に章立

て を まず紹 介す る。

D第8章

第5章

第6章

第7章

①

銀行の経営環境変化

銀行の経営戦略

経営組織の特性

銀行の経営意思決定システ

ム

銀行 の経営計 画 と組織 開発

リテール市場 の特性

マ ーケテ ィング戦略

第9章

第10章

第11章

第12章

リテー ル部門組織 と意思決

定 シス テム

銀行 ホールセール市場 ・企

業金融 の変化

ホール セール部 門戦 略 ・主

力銀行 制度 の変化

多国籍 銀行 の発展 と戦略

多 国籍銀行組織 と意思決定

システム

〔は しが き〕で,北 海道拓殖銀行 出身,本 書執筆時松阪大学 教授 で あっ

た著者 は,「 『銀行論 』 は 『金融論』 の一分野 を構成 してい るが,対 象 とす る
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わが国銀行 が長年厳格 な行政規制 下 にあったため,従 来政策手段 として 『銀

行機能』活 用が 中心課題 で貨 幣経済学か らのアプ ローチがその主流 で あった」

と述 べ る。

さ らに,「 最近,国 際化 と自由化の進 展 に よって 『銀行論 』の実証 的研究 が

盛 んになって きた。 それ は急速 な金融 自由化 の進展 で,現 実の銀行 経営のた

めの課題解決 が強 く求 め られ経営内部 の問題整 理 を必要 とす るか らである」

と指摘 す る。

著者 は,「 本書 は,『 金融論』 と 『経営組織論』 『情報 システム論 』 さらに,

『多国籍企 業論 』の狭間 にあ る学際的領域 か ら,『特殊経営学 』 としての 『銀

行 経営論』を実証 的情報 によ り構成 を試 みた ものであ る。」と,自 ら位置付 け

てい る。

② さ らに,序 章で は,

「本書 の狙 い は,国 際的 に共通 して進行 す る 「金融 自由化』 「国際化 』 に従

って 「銀行経営』が新 しい試練 に晒 されてい る状況 か ら 『銀行 』が環境 変

化 に対応 した計画 的,戦 略的経営 を求 め られ ている点 を埋 める ものであ る。

このため 『状 況適 応の経営学 的手法』 を銀行経営 に応用 し銀行 の経営管理

と組織論 の完成 を意図 す る ものであ る。」 と敷衛す る。

③ 〔第2章 銀行の経営戦略2銀 行事業領域 の決定 要因〕 として,銀

行 の歴史,権 力構造 と意 思決定者 と共 に,次 の ように銀行 の持つ企業文化 を

挙 げてい る。

「すべて の企業体 は独 自の内的文化 を持 って いる。とくに銀行 の企業文化 は

伝統 的で あ り,銀 行が持つ歴史 を背景 として それぞれ固有 の企 業文化 が存

在す る。従業員 のタイプ,銀 行 の公式,非 公式 の行 動 を規制 し,組 織体 の

規律や慣習が形成 されてい る。事例 として は,住 友銀行 は 『商道 に徹 した

スタイル』 で,三 菱 銀行 は 『堅実 な経営』 を標 榜す る。 また,日 本興業銀

行 は 『伝統 を尊 重 した企業 との知 的共 同体』 としての信頼度 の高 い企業文

化 を形成 して いる。」
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④ 〔第3節 リスク管理 と経営組 織1業 務領域別 リス ク〕 では,

「銀行 の リス ク負担 は,銀 行 が社会 的機能 の付託 を受 けそれ に応 えるため慎

重 な 『リスク管理』が一般 企業以上 に厳密 な レベ ルで求 め られ てい る。 腱

全銀行 主義』 の観 点か ら一般企業 よ り慎重 で あ り,危 険 負担 を,よ り極 小

に抑制 す る伝統 的 な経 営思想 は,銀 行 の一般 的な通念 であ る。 このため銀

行 の経 営 リスクは顧客 の信 用 リスクを審査 し,リ スク軽減 を図 るこ とに最

大の課題 があ った。」

「しか し金融 自由化 は,経 営 の選択肢 を拡 大 し銀行 の リス クテイクの機 会 を

も拡大 す る。 『信 用 リス ク』のほか,規 制 金利 預金 か ら自由金利市場 資金 に

調達原資 を転 換 した ことは,『 金利 リスク』 『為替 リス ク』 さらに 『価格 変

動 リス ク』な どを生 じさせ てい る。 また シス テムの巨大化 は『EDPリ ス ク』

や 『システム リス ク』を も増大 させ る。 また多通貨管理 が必要 な 『国際化』

は 『流動1生リスク』 さ らに 『外貨 金利 リスク』 を も拡 大 させ る。」

と論 じてい る。

⑤ 〔第4章 銀行 の経営意思決定 システム1経 営組織 と意 思決定 シス

テム〕で は,企 業文化の変質 について指摘 す る。

「い ままで銀行 の企業 文化 は,商 業銀行 は経営上 の リス クが低 く,顧 客 に対

応 す る慎重 な レスポ ンスが普通 であった。 このため銀行 の風土 は典型 的な

『手続 き文化』が支配的 な意思決定 の特 質で ある とされ て きた。」

「(前略)銀 行 固有 の企業文化 を背景 とす る銀行 の意思決定 の特 質 も,業 務

領域 の多 角化 に よって徐 々 にその文 化 その もの を変質 させてい る。す なわ

早 い

T
ブ イー ドバ ツ ク

↓

遅 い

図4--1

男性的文化 よ

高 リスク的文化

高 ←

出所:海 老沢栄一編 『経営情報 管理』同友館,1988.

組 織 文化 の類 型

結 果 の フ ィ～ ドバ ッ ク

よ く働 き よ く遊 ぶ 文 化

手続 き文 化

リス ク 低

7,p.32
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ち,リ ス クが高 く,レ スポ ンスが迅 速で な けれ ばな らない「投資 銀行分野 』

への進 出 は,図4-1に 示 され る通 り 『男性的文化』 の領域 を も銀行 内に

両立 させ る こととな り,そ の意 思決定方式 は伝統 的な稟議制度 による商業

銀行 方式 と異な る方式 との併存が始 まってい る。すなわ ち在来の銀行 の企

業文化 を も変革 させ てい るのであ る。

この企業文化 の違和感 は,銀 行 がマーチ ャ ン ト・バ ンク業務や,イ ンベ

ス ト(メ ン ト)・バ ンクな ど証 券業務進 出 の際 に異文化 との交流 に よって も

た らされてい る。」

と説 明す る。

⑥ 第5章 か ら第10章 まで は,銀 行 の経営計 画,マ ー ケテ ィング戦 略,リ

テール ・ホー ルセール市場 な どについて,銀 行経営的視点 に立 って,組 織開

発,企 業金融,主 力銀行制度 な どに も触 れて いるが,本 論 の視点 とは異 なる

ので,詳 細 は省略す る。

⑦ 最後 の2章 は多国籍 銀行 の歴史 と問題点 を論 じて いる。〔第12章 多 国

籍銀行組織2国 際化 とリス ク管 理〕では,国 際 化の推移 と管理 リス クの関

係 を要約 した後で,現 在 の課題 を次 の よ うに集約 す る。

「① わが国銀行 の国際業務 は収 益性の高 い国際分野 に傾斜 す る傾 向があ る。

具体的 には,i)投 資銀行業務(証 券 ・投資顧 問 ・M&A・ 大型 プロジェク

トコンサル タン ト業務),ii)新 種業務 ・商 品開発(ス ワ ップ取 引 ・オプ シ

ョン取 引 ・金融先物取 引〉,iii)為 替 ・資金 ・証券 デ ィー リングな どに区分

され る。 また,進 出の初 期段階 では為替 ・資金 ・証券 のデ ィー リングか ら

の参入 が多 く,国 際経験 を積 んだ銀行 は今後 の成長分 野で ある投資銀行業

務 が中心で ある。② 一方国際部 門の業務範 囲の拡張 が リスク拡 大す るにつ

れ て経営の健 全性維持 のため管理業務 の要請が高 まって いる。」

(2)津 田和 夫 「現 代 銀 行 論 入 門」(1995年)の 現 状 把 握

先 に紹 介 した本 書 の著 者 は,三 井 銀行 出身 で,現 在 桃 山学 院 大 学 経 済 学 部
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教授 であ る。本書 の副題 は 「金融 システムの安 全性 と活性化」 であ り,ま ず

章立 て と一部 の項 目を見 て著者 の最近 の諸事象 に対 す る問題 意識 を窺 お う。

第1章 銀行業務 の現状 と諸問題

変化 の潮流,信 用秩 序 の維持,金 融 資源の適正配分,金 融制度 改革,

銀行 の リスクの多様化,自 己資本比率 の国際統一基準(BIS規 制),金

融 デ リバ テ ィブ管理,銀 行倒産 処理方法

第2章 銀行 の基本機 能

第3章 銀行 の戦後史

第4章 銀行 の信用供与

第5章 わが国銀行 による証券 業務

証券 付随業務 へ の関 わ り,証 券基本業務へ の参入推移,論 点

第6章 銀行 の将来像

銀行 の課題 ハイ リスク銀行,ロ ー リス ク銀行,ミ ドル リス ク銀行,

金融持株会社,不 良債権 回収銀行

① 〔は しが き〕で,著 者 は自著 の関心の焦点 と目的 につ いて,次 の ように

説明 す る。

「本書の関心 の焦点 は,わ が国 の銀行 とそれ を と りま く国 内の金融環境 や経

済 ・社会環境 であ るが,同 時 に国際金融 や証券業務 な どの広範囲 な広 が り

の なかで顕在化 してい るさまざ まな リスクへの対応 とそれ による金融 シス

テムの安 全性 と円滑 な機能 の維持 ・育成が重要 なテーマ として認識 され な

けれ ばな らな い。」

「本 書 は銀行論,金 融制度論,金 融 システム論 等,大 学の専門課程 や企業研

修 にお ける金融 の コースで利 用 され るこ とを想定 し,現 代 金融の直面 す る

課題 を提供 した ものであ る。 また,内 容 について は,金 融 に関 する一般的

な基礎概念,実 務 面で の業務知識,金 融 法務 な ど広範 囲の事柄 につ いて幅

広 く取 り上 げ るよ う努力 した。」

② 〔第1章 銀 行業務 の現状 と諸問題1変 化 の潮流(1)自 由化 の推
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移 〕で,

「本 書の基 本 テーマ は 『銀行 をめ ぐるわが 国の現代 金融 を リス クへ の対応

とい う観 点で基本 に忠実 に,か つ変 化の過程 で とらえる』 ことにあ り,銀

行業務 の現状 と問題点 や銀行 の役割 の本 質 を探 る ことにある。

現代金融 の潮流 の変化 は自由化 ・国際化 ・証券化 として概括 され る。 ま

た,わ が国にお ける制 度面 での対応 は,ま ず規制 か らはじまる。」

と述 べて いる。

③ 同 じ く 〔2信 用秩 序の維持(1)預 金通貨〕 では,次 の ように指摘 す

る。

「金融 自由化 に伴 う環境 の急激 な変化 や東西冷戦 構造 の崩壊 に伴 う国際的

マ ネー フローの変化 を背景 として,世 界 的 に銀行 の経営不振,巨 額 の不 良

債権発生,銀 行 の倒産 とい った問題が急浮上 してい る。わが 国 もその例 外

で はない。『預 金 とは何か』,「あ る日突然預金が 支払 われな くな った ら国民

生活 は どうなるのか』,『預金 は どう保護 すべ きか』 な どとい う古 くて新 し

い問題が あ らためて論議 されて いる。」

④ 同章 〔3金 融資源の適正配分(4)資 金配分 の歪 み〕 では,銀 行 に よ

る土地バ ブル に至 る過程 を次 の ように批判 す る。

「銀行 は一般 的 にコス トを顧 み ない預金集 めの習性 か ら脱却 で きず,適 切 な

与信管理手法 の開発 が進展 せず,金 利 自由化 に即 応す る発想転換 もな され

ず,健 全 な企業 への実需資 金の貸 出 しとい う地道 な業務 は 目立 たな くな っ

た。 それ と対 照的 に,土 地担保融資 とい う安易 な資金供給 へ一極集 中現 象

を引 き起 こした。 これが資金 の適正配分 に歪み を もた らした ことはい うま

で もない。」

⑤ 〔第2章 銀行 の基本機能 〕,〔第3章 銀行 の戦後史 〕に も紹介 したい

優 れた指摘 が あるが,こ こで は省略 して〔第4章 銀行 の信用供与3国 際

金融(資 本取引)(6)国 際金融取 引 に伴 う リスク〕 につ いて,著 者の意 見の

み を紹介 する。
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「(前略)健 全 な金融 システム を維持 す るには,そ れ ぞれの立場 での リス ク

管理 と自己責任 に尽 きる。特 に個人投資家 な どを除 き,業 として金融 に携

わ ってい る人 たちの 自己責任追及 は,ま す ます厳 しくなる傾 向 にあ る。

リス クの主 な点 を列記 すれ ば,信 用 リスク,カ ン トリー リス ク,為 替 リ

ス ク,金 利 ・価格 リスク,商 品 の属性 リス ク,契 約書 の適性 の判断,仲 介

金融業者 ・事務管理機 関の適格 性,事 務処理 の正確性,課 税 の状 況(源 泉

税 の有無,料 率)等 であ ろ う。」

⑥ 終章 では銀行 の将来像 について シナ リオ を描 いてい るが,著 者 が指摘

す る三 つの銀行 の課 題 を以下 に列挙 してみ よ う。

1.「 貸 渋 り」 と批判 され る背 景 にある銀行 の 「与信 管理能 力」

2.「 信 用秩 序維持」 のための銀行 経営 と制度的保障

3.不 動産関連融資へ の集 中 ・暴走 の反省 に立 った 「金融資産 の適正配分

機能 」の正 常化

5銀 行経営 と内部管理

90年 代 に入 ってバ ブル経済 の進行 と崩壊 の 中で様々 な金融 不祥事が発生 し,

内部管理軽 視の組織 風土が 問題視 されてい る。国際面 では,大 和 銀行 ニ ュー

ヨー ク事件 が発生 し,こ の よ うな組織風土 が経 営の根幹 をゆ るがす もので あ

る ことを,は しな くも実証 した。

大和 銀行 事件 では大蔵省等監督 官庁 の体 質 までが問われ,住 専問題 の処理

の過程 で は大蔵省の解体論が論 じられ る昨今で あ る。新 聞社 説等で再三指摘

されたが一 向 に改 め られる ところのなか った 日本的土壌が,今 や国際的 な逆

風 の中で自己改革 を迫 られて いる。

前章 では銀行論 ない し銀行 経営論の先見 的文献 を紹介 したが,今 日の課題

に対 して果 して十分 であ ろ うか。論 者 は,銀 行 の内部管 理の問題 を経営課題

の大 きな柱 として位置付 ける必 要があ る ことを指摘 したい。 それ は,銀 行経
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営 の安全性 の原則 のテーマであ り,ま た リスク管理の重要項 目で もあろ う。

経営者 の倫 理感 の欠如が トップの犯罪 とな る時代 であ る。経営者 も過 つ。

銀行 もその例 外で はない。生身の銀行経営 を論 す るの に,ト ップ ・マネ ジメ
iz)

ン トない しその批判 の視点 を欠 いては,学 者 の抽 象論 に堕す。問題 を単 なる

経営管理論や経営組織論 な どに倭小化 して はな らない。

論者 は これ まで銀行 の内部管理 と経営課題 について様 々な角度 か ら採 り上

げ論 じて きたが,こ こでそれ等 を まとめて紹介 し,さ らに追求 すべ き問題点

を探 ってみ よう。

13)

(1)銀 行経営 におけ る内部監 査の意義一 一日米視 点の比較 に着 目 しつつ

本稿 は,原 点 に立 ち帰 って企業 と監査の問題 を,特 に銀行界 にお ける経営

と監査の意義 に的 を絞 って問い直 した もので ある。

内部監査 の経営上 の位置付 けでは,「 内部 監査 の前提 として・ トップ●マネ

ジメ ン トが内部監査 をよ く理解 し,利 用 し推進 して ゆ くことはきわめて重 要

な こ とであ って,い か に内部監査 担当者が熱心で あって も,ト ップ ・マネ ジ

メン トが これ に対 して十分 の理解 をもたない場合 には,内 部 監査の結果が十

分 有効 で あ り得 ない こ とにな る。」 とした上で,〔 おわ り〕 で次 の通 り述べ た。

「これ まで見 て きた よ うに,銀 行界 にお ける内部 監査体制 は,制 度 的 に も人

的 に も既 にそれな りに整 ってい るのであ る。然 るに,最 近 の一連 の事件 に

見 るように,な ぜ監査 が その実 を挙 げて いないのか。 内部 監査が有効 に機

能 し得 ない原因 は どこにあ るのか。如何 に制度が整 っていて も,こ れでは

「仏作 って魂入 れず』の状 態だ としか言 い様 が ない。」

「筆者 は,『 内部管理 を軽視 す る経営姿勢 』 にその根 本原因が ある と考 えて

い る。 で はなぜその よ うな経営風土が作 られ ているのか。 そ して,金 融機

関 内部 にお ける検査部 や検 査の実態 は どの ような ものか。筆者 は5年 余 の

都 銀内部検 査歴 を基 に,ぜ ひ明 らかに したい,と 考 えてい る。」
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14)

② 最近の銀行不祥 事件 をめ ぐって 内部管理軽視 の組織風土 を問 う

執筆の時期 は前後 す るが,(1)が 内部 管理の理論篇 とすれ ば,② はその実践

篇 に当 る。以 下,論 点 を要約 す る。

「制度的 に も人 的 に も相応 の内部監査体制が整 ってい る銀行 界で,な ぜ経営

トップ までか らんだ不祥事が頻発 す るのか。 かか る視 点 に立 って,本 稿 は

銀行経営 に論点 を絞 って,内 部 チ ェック制度 が尊重 され ない企業風土 と,

内部 監査(検 査)そ の もの を軽視 す る経営姿勢 を,最 近 の銀行 経営 をめ ぐ

る諸 問題 とか らめて,突 っ込 んで検討 して見 たい。」

銀行 が らみの個別 の不祥事件 を論評 した後 で,「トップの専断 はチ ェ ックで

きるか」との疑問 に対 して,「 銀行内部 での意思決定 の仕組 み を改 め トップの

専断 をチェ ックで きる ようにす るな どは単 なる理想 論 に過 ぎな い。」 と断 じ

た。

結論 として,

「内部監査 は経営者 に所属 す る もので,経 営者 の命 によ り経営者 のため に行

う組織 内の監査 であ る。内部 監査 を軽視 す る経営 姿勢の下で は,そ の実効

性 は とて も期 し難 い。組織体 の風 土の問題 であ る。 しか し,組 織 内の問題

で あるか ら,自 らを改革 す る意 思が あるな らば,制 度問題 と異 りi法 改正

等一切 の手続 を要せず,す ぐに も着手 で きる事柄 で あ る。最近 の銀行 経営

の一連 の不祥事 態か ら立 ち直 り,社 会 的信用 を回復 す るためには,経 営 の

自己革新が必 要で ある。」

と述べ た。

　らラ

(3)金 融不祥 事のii系 譜"と 問題点 米銀 の対応 を参照 して

金融 ・証券不祥事 に関す る反省 として挙 げ られて いる主 な論調 は,一 っ は

内部管理体制 を一段 と重視 すべ きであ る とい う ことと,二 つ は不祥事対策 を

一過性 に終 らせ て はな らない とい うことであ る
。 しか しなが ら,果 た してそ

うで あろ うか。筆者 は,む しろその背景 に内部管理軽視 の組織風土 に こそ問
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題が あ る と指摘 して きた。 その意 味で,今 日に至 る さまざ まな不祥事件 を見

直 す ことが,ま ず求 め られ る と思 うの であ る。

本稿 で は,金 融 ・証券不祥事 の中で も,金 融,特 に銀行界 に重点 を絞 り,

戦後 か ら最 近 に至 る事例 について,い わば"系 譜"と も言 うべ き歴史的 な姿

を検証 してみた。

「『企業 の私物化 とモ ラル喪 失』 の現象 は,オ ーナー経営者 が 自分 の息子 を

後継者 とす る こと,サ ラ リーマ ン社長 の会社支配 による ドン化 に典型 的 に

表れ る。株式会社が公 開 された 『社会 の公器 』で ある ことをわ きまえない

我が盤勝手 としか言 い様 が ない。 こういった人物 はある事件 を きっか けに

部下 に反逆 され,会 社か ら追放 され る事態 に立 ち到 るこ とが,し ば しばあ

る。

最近 までの問題 で は住友銀行 の堀 田,磯 田の二代 に亙 る ドンの君 臨 によ

る企業文化の変質 と不祥事 の続発(1990磯 田会 長辞任)が 特 に目立つ他,

バ ブル崩壊 に伴 う金融 スキ ャンダル(1991)で 露呈 した社会的倫 理の タガ

が外 れたモ ラル ・ハザー ド現象(『 赤信号,皆 で渡 れ ば恐 くない』)や 二信

組 問題(『 会社 のためな ら何 を して も構 わ ない』とい った考 え方)に 典型 的

に表 れて いる。 また,こ の種 の事例 は外 国 において も事欠 かない。

これ ら経営者 に よる不正 は,ま さに 『系譜』 といって いい断続的 に現れ

る不祥事 であ る。」

ユの

(4)一 連 の偽造預金証書 事件 につ いて 金融不祥 事発生の メカニズム を探

る

金融不祥 事 をめ ぐる論議 で問題 なの は,不 祥事発生 の具体 的 なメカニ ズム

となっている,架 空名義定期預金証書 の作成 を許 す内部事 務処理の弱点や,

役席者 に よる偽造質権設定承諾書 の発 生 を看過す るシステム上 の リス クにつ

いての視点 が欠 けてい る ことで はなか ろ うか。

本稿 では,実 務 的 な視点か ら前記の諸点 に絞 って,具 体 的 に問題 点 を追 求
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す る。 この種の問題 の検討 は,資 料 の制 約か ら私的 な推測 が中心 にな りが ち

であ るが,本 稿で は極 力公刊資料 を活用 して,事 実 を積 み上 げて結論 を求 め

るよう努力 してみ た。

銀行経営 と内部管理 の議論 を深 めるために新 た に採上 げたい論点 として,

① 大和 銀行 ニ ュー ヨー ク事件 の教訓

② 銀行 の リス ク管 理 と今後 の方向

の二 つが あ る。 これ を明 らか にす る ことに よって,銀 行 の経営課 題 として内

部管理の重要性 が一層 クローズア ップ され るだ ろう。

大和 銀行 ニュー ヨー ク事件 について,論 者 は先 に以下 の よ うに短評 を加 え
17)

て いる。

「さる9月26日,日 本経 済新聞夕刊 の一面 はつ ぎのニ ュー スを報 じた。 『大

和銀,1100億 円の損 失,米 国債投 資 に失敗,NY支 店責任者 が無 断で穴埋 め』

その後,こ の問題 は連 日の ように報道 されて いる。

事 実関係 の解 明 は,日 米,と くに米 国司直 の手 に委ね られ な ければな ら

ないが,一 方,こ の事件 が国際金融市場 に はか りしれ ない影響 を与 えた こ

とが 問題 であ ろ う。邦 銀全体 の信用が揺 らぎ,ジ ャパ ンプ レ ミアムに よる

資金調達 を強 い られ,ス プレ ッ ドの縮小 を余儀 な くされて いる。

す でに,日 本 の銀行 の不 良債権 問題 とその不透明性 か ら格 付 け機関 の評

価 を下 げてい るこ とと相侯 って,邦 銀 は国際金融市場 で一段 と苦境 に立 た

され るに至 ったのであ る。 日本の金融 システム全体 に対 す る信 任 を失 うよ

うな重大事で ある。

ことに,87年 当時 に信託 子会社で米 国債 の簿外取 引で140億 円相 当の損失

を出 しなが ら,こ れ を隠蔽 した事実 の経緯 は長 く尾 を引 きそ うであ る。

い ま,欧 州,米 国の銀行が体制整備 にや っ きとなってい る とき,日 本の

銀行 が さ らに後退 す るような こ とにな った ら,問 題 は大 きい。

(追記:渡 米 中の11月4日,日 本 の新聞 の国際衛星版 は,『 大和銀a住 銀 と
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合 併 へ』,『米,全 業務 停 止 を命 令 』 と,一 斉 に報 じた)」
18)

最近 の新 聞報道で は,前 支店長 の津 田被 告が共 同謀議 を認 め,米 国検察側

と司法取引 の合意が成立 した こ とを明 らか にしてい る。

リス ク管理 の問題 は,鹿 児嶋(前 掲書),津 田(前 掲 書)も 指摘 して い る

が,論 者 は これ を今 まで論 じて来 た内部管 理の観 点 に重点 を置 いて,銀 行 の

経営課題 として整理 ・集約 を試 み る所存 で ある。

6多 角的 ・学際的検討への筋道

論者 は,銀 行 の内部 管理 と経営課題 のテーマ を,主 に内部管理 の重 要性 を

唱導す る形で アプロー チ して来た。 しか し,経 営諸学 か らの よ り多角的な検

討 や隣接科学 との学際的検 討 を加 えるこ とは,当 然必 要であ ろう。

それ に よって,論 者 の提唱が よ り説得性 を高め るこ とが出来 れ ば,こ れ に

過 ぐる幸 いはない。以下 で は銀行経 営 と内部 管理の問題 について,検 討のた

めの あ らましの筋道 を考 えてみたい。

① 経営理念(経 営信条,経 営 哲学)

住友家 には 「浮利 を追 わず」 とい う家法が あるが,磯 田一郎指揮下の住友

銀行 は逆 に,イ トマ ンな どを使 って,飽 くことな く不動産,株 式 とい う 「浮
19)

利」を利用 して利益 を追 って きたので ある。「向 う傷 を恐 れ るな」では哲学 で

も何 で もない。
20)

戦前 には銀行界 に も範 とすべ き事例が幾 つか あった。戦後経営者 に経営理

念 が乏 しいの は何故 か。敗戦後 の公職追放 による経営者 の若年化,経 歴 ・教

養不足,長 期政権 に よるワンマ ン化 な どが背景 として あろ う。

② 組 織風土 ない し組織文化(企 業文化)

政治が貧弱 であれば経済 も貧弱 であ る。戦後民 主主義 が定着 せず,戦 前 か

らの 日本的土壌が色濃 く残 ってい る。 国防 を米 国 に委ね,経 済合 理性 のみ を

追 求す る国 に優 れた企業 文化 が育 つ筈 もな い。
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21)

「企 業文化 は,経 営理念 の浸透 と確 立 に よって築 かれ る」とあ る。企業 が そ

の公共性,社 会性 を自覚 した時 に,真 剣 に 自 らの組 織風土 を考 える ことにな
22)

ろう。銀行 の企業 文化 につ いては,鹿 児嶋(前 掲 書)の 指摘(本 論45ペ ージ)

があ る。

③ コーポ レイ ト ・ガバナ ンス(企 業統治論)

戦後 の長 い資金 不足時代 の間接金融(銀 行借入)優 位 とグループ企業 内の
23)

株式持 ち合 い,個 人株 主の無力化 の下 で,最 高権 力者の暴 走 を許 した事例 に

は事欠 かない。

株主,金 融機 関,従 業員,一 般顧 客(海 外 を含 む),仕 入 ・納入先,地 域社

会,広 くは市民,行 政 な どの ステー クホールダー(利 害関係者)が 力 を増 し

て きたの は昨今 の ことで ある。1993年6月 に訴訟手 数料 を一律8200円 に引下

げた株式代表訴訟 も経営 陣 に対す る重石 とな った。
24)

一 連 の証 券 ・金融 不祥 事 も
,コ ー ポ レイ ト ・カバ ナ ンスの 観 点 か ら読 み直

25)

す こ とが大事 だ ろ う。

④ 経営倫理学

企業 の社会 的責任(corporatesocialresponsibility)は,ド ラ ッカーな ど

が早 くか ら唱 えていた よ うに,企 業が社会 的存在 で ある ことか らも明 白であ

る。 しか し,戦 後 の 日本 の成長過 程で は,企 業 と従業員 の"運 命共同体論"

が幅 を利 かせ,企 業 の効率 性 ・競争性 に合致 しない もの は悪 とされ た。

日本が一人 当 り国民所得世 界一 とな り,公 害 ・環境 問題 がやか ましい今 日,

会社人間 が過労死 に至 るな ど,日 本村 の構造 は なかなか改 まらない。水谷雅

一教授 は経営倫理学 の立場 か ら経営公共性(社 会性 と人 間性)の 重視 を唱 導

2fi?

して,経 営価値 四原 理 システム の導入 を説 く。
27)

金融不祥事 の反省 は,各 業界 でな され てい る。 しか し,テ レビの文句 で は

ないが,「 反省す るだけな らサルで もで きる」。相変 わ らず跡 を絶 たない管理

階層 の不正 に は,経 営倫理 学の立場 か ら組織 その もの をチ ェ ックす る必要 が

あ りそ うだ。
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⑤ 内部統制

会計監査 の立場 か らの切 り口 もある。しか し,「監査 をす る人 間 として,ま
28)

さに監 査 不 在,監 査 の無 力 化 を,い や とい うほ ど知 ら され た。」とい う叫 び が
29)

あ る中で,経 営者 が進 める 「内部統制」 に どれ程 の期待 が持 て ようか。適正

な財務諸表作 りを監視 す るの は無力 な監査役(閑 散役)で,し か も企業 の片

隅 に追 いや られた検査 員が閑散役 の助手 を勤 め るのであ る。

98年4月 か ら金 融検査 の一環 として公認会計 士 による外部監査制度 が導入
30)

され よう としてい る。海 外支店 もその対象 にな るようだ。組織 の 自己規 制が

先決 とは思 うが,新 制 度の展開 には注 目すべ きだ ろう。
31)

⑥ 経 営者 教 育

今 日の トッ プ ・マ ネ ジ メ ン トは,自 らを再 教 育 して い るだ ろ うか 。 何 時 の

間 にか ワ ンマ ン化 し"裸 の王 様"に な って い な い か 。 如何 に経 営 哲 学 不 在 の

経 営 者 が 多 い こ とか 。 問 題 経 営 者 の下 で,業 務 も人 事 も皆,上 の顔 色 を窺 う

ばか りで,信 念 が な い。

企 業 に教育 ・訓 練体 系 はあ っ て も,ト ップ ・マ ネ ジ メ ン ト教 育 は な い。 役

員 研 修 な どは名 目的 な もの だ。 考 え られ る対 応 は業務 上 の 実 践 ・教 育 と自己

啓 発 しか な い。 しか し,経 営 理 念 や企 業 倫 理 は ど う して 身 に っ け るか,識 者

に よ る具 体 的提 示 が 待 た れ る と ころだ 。

ミ ドル ・マ ネ ジ メ ン ト以 下 に は,企 業 市 民(corporatecitizen),ボ ラ ンテ

ィ ア教 育 が あ っ て も,ト ップ に はな い 。本 当 は,企 業 文 化 を継 承 ・発 展 させ,

後 継 者 に引 継 げ るか 否 か に,経 営 者 の 資 質 が 問 わ れ るべ きだ。 論 者 の見 る と

ころで は,真 の経 営 者 は 自己規 律 の産 物 で あ り,そ れ に は 自己 啓 発 が 最 大 の

尺度 に な る の だ ろ う。 しか し,今 の 経 営 者 予備 軍 に それ を期 待 す るの は い さ

さか 無 理 な よ うに思 え るの は,論 者 の ひが めで あ ろ うか 。
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お わ り に

最近,経 営 史 の専 門 家,森 川 英 正 教 授 が,『 トップ ・マ ネ ジメ ン トの 経 営 史 』
32)

を書いて注 目 され てい る。 その中で,バ ブル をはさんでの専門経営者 の失敗

の根本 的 な原因 を経営者 の 「教 養不在 」 にあ りとしてい る。

それ は戦後,旧 制高校が消滅 して教 養教 育の場 を失 い,新 制大学卒業 生が

経営層 を占めたた めに営利 第一主義 が広が りバ ブル を生 んだ(日 本経済新 聞

E曜 版 書評)と い うわ けだ。

この原因説 には異論 がな いわ けで もない。 とい うの は,か つ てバ ンカー ・

オ ブ ・ザ ・イヤー に選 ばれ,旧 制 高校 時代 はラグ ビーで鳴 らした某 銀行経営

者 が,後 日バ ブル経済 に悪乗 りした張本人 として失脚 し,失 意 の うちに世 を

去 った。 この時,旧 制高校時代 の友人 の1人 が 「あいつは本 を読 まなか った

か らなあ」 とい った趣 旨の ことを述懐 した,と 読 んだか らで ある。

いずれ にせ よ,経 営者 の 「教養不在」 に こそ経営理念 な き企 業横 行 の根因

が ある ことは間違 いなか ろう。

ところで,バ ブル の発生 ・崩壊 は何 も日本 に限 った こ とで はない。 む しろ,

欧米 の方がバ ブル先進国 なのであ る。 英国 もその一 つで あ る。 その英 国で,

1991年,「 史 上最悪 の犯罪銀行 」BCCI事 件 が起 き,イ ングラ ン ド銀行 は監督

責任 を問われ た。

そ うい った 反 省 か らか,1995年 に入 っ て英 国 でWiley社 か らInternal

ControlsinBanking(銀 行業 にお ける内部管理)な る本が 出版 された。 日本

で独 り内部管理 の重要性 を説 く論者 に とって は,百 万 の味方 を得 た思 いで あ

る。
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